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第１章 計画の概要 

 

１ 萩・長門清掃一部事務組合の基本計画 

  萩・長門清掃一部事務組合（以下「組合」という。）は、萩市と長門市の各焼

却施設の老朽化に伴い、廃棄物の適正かつ効率的な処理・処分を行い、ごみの減

量化・再資源化を推進するとともに循環型社会の形成に寄与することを目的に設

立されました。 

  平成 27年 4月 1日より本格稼働した萩・長門清掃工場は、萩市、長門市及び

阿武町の地域（以下「本地域」という。）で排出される一般廃棄物のうち可燃性

廃棄物を受入れて中間処理（焼却処理）を行います。 

  このような実態を踏まえて、組合の一般廃棄物処理基本計画（以下「基本計画」

という。）は、一般廃棄物の中間処理を対象とした計画としています。 

 

 

図１ 本地域の一般廃棄物処理の流れ（令和４年度） 
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２ 基本計画の位置付け 

  基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）」

（以下「廃棄物処理法」という。）第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画

のうち、組合の中長期的な一般廃棄物の中間処理等の基本方針を定めたもので、

各年度において一般廃棄物処理の具体的な取り組みを定める一般廃棄物処理実

施計画の上位計画となります。 

 

 

 

図２ 各種計画との関係イメージ 

 

 

３ 計画の期間 

  基本計画の計画期間は、萩市、長門市及び阿武町の基本計画の内容と連携して

整合性のとれたものとするため、令和４年度から令和１８年度までの１５年間と

します。 

  なお、計画策定の前提となっている諸条件が大きく変動した場合には、必要に

応じて概ね５年おきに本計画の見直しを行います。 
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４ 地域の概要 

① 自然環境 

【位置】 

本地域は、山口県の北部に位置し、総面積は１,１７１．５７㎢で、南北約

５０㎞、東西約７５㎞の東西に細長い広大な地域です。北部は日本海に面し、

東部は島根県との県境があり、西部は下関市、南部は山口市や美祢市と隣接し

ています。 

 

 【地勢・気候】 

   本地域の沿岸は、青海島、相島、大島をはじめ小さな島々と湾や半島など複

雑な海岸線を形成して北長門海岸国定公園に指定されています。また、本地域

のほとんどは、中国山地の西端に位置し標高９８９ｍの十種ヶ峰をはじめとし

た山地が占めており、比較的平坦な土地が少ない地域です。 

   気候は、沿岸部は対馬海流の影響を受けて年間平均気温が約１６℃と比較的

に温暖ですが、中山間地には急峻な山々と盆地状の地形が点在し冬には積雪も

あります。 

 

図３ 位置図 
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② 社会環境 

【沿革】 

現在の萩市は、平成 17年 3月に旧萩市と阿武郡の２町４村が合併して誕生

しました。このとき、阿武町は単独での町政継続を選択しましたが、一般廃棄

物処理は、それまでも萩市と阿武郡で広域処理を行っていた経緯から、萩市へ

委託して処理しています。 

現在の長門市は、同じく平成 17年 3月に旧長門市と大津郡の３町が合併し

て誕生しました。 

本地域の人口は、８０，０３０人で、世帯数は４０，２０１世帯となってい

ます。 

 

 

【人口及び世帯数】 

 世帯数（世帯） 人 口（人） 割合(％) 

萩   市 ２２，９６７ ４４，５７５ ５６ 

長 門 市 １５，６９８ ３２，３３６ ４０ 

阿 武 町 １，５３６ ３，１１９ ４ 

合   計 ４０，２０１ ８０，０３０ １００ 

※令和３年１２月末現在 

 

 

【交通】 

 ・道路 

   本地域の主要道路は、国道１９１号が東西に走っており、南北には長門市油

谷から下関市小月に向かう国道４９１号、長門市街地から美祢市を経由し山陽

小野田市に向かう国道３１６号、萩市街地から山口市を経由し防府市に向かう

国道２６２号、更に萩市須佐から山口市阿東を経由し周南市に向かう国道 

３１５号があります。また、平成 23年 9月には、萩市椿から長門市三隅まで

の区間に高規格幹線の萩・三隅道路が整備されました。 

 

 ・鉄道 

   本地域の鉄道は、京都市から下関市を結ぶ、JR山陰本線が東西に通ってい

ます。また、長門市駅からは、南北に走る JR美祢線が美祢市を経由し山陽小

野田市まで通じています。その他、長門市駅から仙崎駅までの山陰本線支線が

あります。 

駅は、２２駅が有りその殆どは無人となっています。 

   近年、急行「さんべ」や特急「いそかぜ」が廃止され、現在は普通列車のみ

が運行されています。 
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 ・バス 

   本地域の路線バスは、萩市及び長門市の中心部を起点とする複数の路線が運

行されています。萩市では、市内の主要拠点を結ぶコミュニティバスや旧町村

部の拠点を結ぶ地域循環バスが運行されています。 

 

 ・離島航路 

本地域の離島航路は、萩市の見島、相島、大島への航路があります。大島航

路では、平成 25年から２ｔトラックの運搬も可能となり利便性が向上してい

ます。 

 

 ・港湾 

   本地域の港湾は、東西に長い沿岸部がある特性から、貿易港である萩港や日

本海側では有数の規模を持つ仙崎港など数多くの港湾があります。 

 

【産業】 

   本地域の産業を業種別就業者数の推移から見ると、人口の減少や高齢化の進

行の影響もあり各業種とも減少し、全就業者数は平成 17年と平成 27年を比較

すると 9,679人減少して、81.8%になっています。 

   就業者の業種ごとの割合では、サービス業の割合が最も多く次いで製造業と

なっています。これは、本地域が全国でも有数の観光地であり、観光関連の業

種の割合が高いことが表れています。 

 

 

表１ 業種別就業者数の推移・割合（国勢調査より） 
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図４ 産業別就業者数の推移（国勢調査より）(単位：人) 
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第２章 ごみ処理基本計画 

１ 運営管理体制 

  萩・長門清掃工場「はなもゆ」（以下「清掃工場」という。）は、萩市と長門市

が共同で設置した萩・長門清掃一部事務組合が建設した清掃工場です。清掃工場

は、平成 27年 3月に竣工し同年 4月 1日より本格稼働しました。 

  清掃工場の建設事業は、PFI法の規定に則した DBO(設計・施工・運営)方式で

実施され、２０年間の運営管理を含めたものとなっています。 

  運営事業者は、建設事業の受注業者である日立造船株式会社が 100％出資して

設立した株式会社はないろ（特別目的会社）が行います。 

  組合は、定期的にモニタリング会議を開催し、清掃工場が適切に運営・管理さ

れているかを確認します。 

 
図５ 清掃工場の運営管理体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            清掃工場 管理棟 玄関 
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２ ごみ処理の現状と分析 

① 処理施設 

組合は、次の熱回収施設を有し本地域内で排出される可燃ごみの焼却処理を行

います。 

施設の名称 萩・長門清掃工場 

施設の所在地 萩市大字山田 12406番地 

竣 工 日 平成 27年 3月 31日 

 【清掃工場の敷地】 

敷地面積 18,400㎡ 

【清掃工場の施設概要】 

 建築面積 延床面積 

工場棟 (地上 4階、地下 1階) 2,752㎡ 5,041㎡ 

管理棟 (地上 2階) 542㎡ 1,031㎡ 

計量棟 97㎡ 140㎡ 

【設備概要】 

処理能力 104t/日 （52t/24h×2炉） 

炉形式 全連続燃焼式焼却炉 

受入供給設備 ピット＆クレーン方式 

燃焼設備 ストーカ方式 

燃焼ガス冷却設備 水噴射冷却方式 

排ガス処理設備 ろ過式集じん器＋乾式有害ガス除去装置 

排水処理設備 場内循環使用無放流方式（クローズドシステム） 

通風設備 平衡通風方式 

灰出設備 

焼却灰/ピット＆クレーン方式 

（セメント化施設へ搬出） 

飛灰/サイロ方式 

（セメント化施設へ搬出） 
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② 人口の推移 

  本地域の人口と世帯数は、平成 12年の国勢調査では人口が 118,195人、世帯

数が 43,944世帯でしたが、前回の令和 2年の国勢調査では人口が 37,939人減少

し 80,256人に、世帯数が 8,109世帯減少し 35,835世帯となっています。平成

12年の国勢調査のときと比較して人口は 67.9%、世帯数は 81.5％に減少してい

ます。 

 

表２ 人口・世帯数の推移（国勢調査より） 

 

図６ 各市町と本地域の人口の推移（国勢調査より）(単位：人) 



 10 / 23 

 

③ ごみの分別区分の現状 

萩市と長門市のごみの分別区分は、概ね同じ区分で取り扱われています。 

また、収集方法や収集回数は、図７のとおりです。 

 
図７ 萩市と長門市のごみ分別区分とごみ収集 
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④ ごみ処理の現状 

萩市と長門市のごみ処理の流れは、図８のとおりです。 

  なお、阿武町では、可燃ごみ以外のごみを阿武町リサイクルセンターに集積し

た後、可燃残さ・不燃残さ・資源残さに分別を行い、可燃残さと不燃残さは民間

の処理施設に持ち込まれ、可燃残さを焼却した後に埋立処理されます。 

 

           萩市のごみ処理 

長門市のごみ処理 

 

図８ ごみ処理の流れ（令和 4年度現在 概要） 
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  令和２年度における萩市と長門市及び阿武町のごみ処理フローは、以下のよう

になっています。 

 

 

図９－１ 令和２年度 萩市のごみ処理フロー 

 

図９－２ 令和２年度 長門市のごみ処理フロー 
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図９－３ 令和２年度 阿武町のごみ処理フロー 
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⑤ 清掃工場への可燃ごみ搬入量の推移  

  本地域のごみ量の推移は、表３に示すとおりとなっています。令和 2年度の人

口は平成 27年度の約 91％に減少していますが、住民１人の１日当たりの可燃ご

み排出量は 14ｇ増加しています。可燃ごみの総排出量は減少傾向にあります。 

 

 

表３ 人口と可燃ごみの推移 

 

図 10 人口と可燃ごみ排出量の推移 
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図 11 １人１日当たりの可燃ごみ排出量の推移（単位：ｇ/日・人） 
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⑥ 焼却残さの資源化量と最終処分量 

  本地域の焼却残さの発生量の推移は、表４のとおりです。 

  焼却残さのうち焼却灰（主灰）と焼却灰（飛灰）は、山口エコテック株式会社

へ搬出されセメント原料として再資源化しています。 

  最終処分場で埋立処理される焼却残さは、山口エコテック株式会社からセメン

ト原料化不適物として返却された廃棄物と焼却灰以外の金属類や陶器類などの

不燃物です。 

 

表４ 焼却残さの推移 
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清掃工場から排出される焼却残さを埋め立てている、萩市大井不燃物埋立処分

場と長門市一般廃棄物最終処分場の現状は以下のとおりです。 

 

施設の名称 大井不燃物埋立処分場 

所 在 地 萩市大井 1163番地 1 

埋立開始年度 平成元年度 

埋立地面積 15,500㎡ 

施設規模（全体容量） 146,000㎥ 

埋立状況 

埋立容量 

(覆土を含む) 
825㎥/年 （R2年度実績） 

ごみ埋立量 479t/年 （R2年度実績） 

残余容量 15,787㎥ （R2年度末時点） 

 

 

施設の名称 長門市一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 長門市西深川 10603番地 7 

埋立開始年度 平成 17年度 

埋立地面積 3,300㎡ 

施設規模（全体容量） 13,000㎥ 

埋立状況 

埋立容量 

(覆土を含む) 
359㎥/年 （R2年度実績） 

ごみ埋立容量 350t/年 （R2年度実績） 

残余容量 6,618㎥ （R2年度末時点） 
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３ ごみ処理量の将来予測 

 令和１８年度までの人口及び可燃ごみ量の推計は以下のとおりです。 

 

表５ 地域人口及び可燃ごみ量の将来予測 
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図 12 地域人口の将来予測     (単位：人) 

 

 

図 13 可燃ごみ量の将来予測    (単位：ｔ／日) 
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４ ごみ処理基本方針 

① 環境にやさしい循環型社会の構築と実現 

 

   地域の自然環境に配慮した環境負荷の少ない廃棄物処理や自然エネルギー

の利用促進などに一層の努力をするとともに、萩市、長門市、阿武町や関係団

体と連携し循環型社会の構築と実現に向けて取り組んで行きます。 

 

② 効率的かつ安全な清掃工場の運営管理 

 

   清掃工場の運営管理については、適正なごみの受入体制を整備・維持して、

ごみ質及びごみ量の変化にも的確に対応し、安定したごみ処理が継続されるよ

う努めます。 

   また、計画的に設備の保守点検・整備・補修を行うことで可能な限り故障を

未然に防ぎ、事故の無い運営管理を目指します。 

 

③ ごみの排出抑制及び減量化の推進 

 

   廃棄物処理についての情報提供や清掃工場の施設見学を積極的に受入れる

など、地域住民にごみ問題への理解を深めていただくための啓発活動を行い、

ごみの排出抑制や減量化及び資源ごみの分別収集の推進に向けた取組みを行

います。 

 

 

 
 

見学施設 「地球環境サミット」     「排熱を利用する発電」 

 

  

Ⅰ 環境にやさしい循環型社会の構築と実現 

Ⅱ 効率的かつ安全な清掃工場の運営管理 

Ⅲ ごみの排出抑制及び減量化の推進 
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５ ごみ処理計画 

① 環境負荷の軽減 

ごみの焼却により発生する排ガスを適正に処理して、日立造船株式会社が提案

されたばいじん量・硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度・塩化水素濃度・一酸化炭

素濃度及びダイオキシン類濃度の自主管理基準値を目標として可能な限り有害

な物質の排出を抑制するよう努めていきます。 

  なお、これらの有害物質の濃度が清掃工場の運転停止基準値に達した場合は、

速やかに運転を停止し、原因の究明の後に試験運転で安全を確認し本格運転を再

開します。 

  また、清掃工場からの排水は、浄化設備やろ過設備を通して排ガスの冷却や焼

却灰の飛散防止などに利用され、そのまま排水されることが無い施設になってい

ますが、適正な維持管理を行い周辺環境に影響を与えないよう努めていきます。 

 

② 熱エネルギーの活用 

地球温暖化の抑制のため清掃工場の熱エネルギーをごみの乾燥用空気・燃焼用

空気・白煙防止用空気を温めたり、清掃工場内の給湯・空調などに効率的且つ効

果的に再利用できるよう、日頃からこれらの排熱回収設備の保守・管理を適正に

行います。 

また、排熱を利用した発電機であるバイナリー発電機やスターリングエンジン

から得られた電力も清掃工場の運転管理に使用していきます。 

 

③ 自然エネルギーの活用 

太陽光発電や風力発電など自然エネルギーを活用した発電を積極的に取り組

み、発生した電力を清掃工場内の電力に活用して地球温暖化の防止に努めます。 

 

④ 清掃工場の景観保全  

清掃工場の敷地内の植栽は、適切な管理を定期的に行い周辺環境と調和した緑

化に心がけるとともに、清掃車両が出入りするプラットホーム周辺やごみ処理を

行う作業場周辺を毎日清掃し、建物内を清潔に保つよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              太陽光発電パネル 
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⑤ 設備の適切な維持管理 

清掃工場は本地域の一般廃棄物の処理には欠かせない重要な施設です。しかし

ながら、清掃工場は他の施設と異なり特殊な巨大プラントであり、施設を構成す

る多数の設備・機器類が正常に稼働しなければ安定した焼却はできません。した

がって、施設の設備・機器類は、計画的かつ的確な保守点検を実施するとともに、

その内容を記録しておくなど適切な維持管理に努めます。また、これらの記録は

清掃工場が今後も安定したごみ処理を行えるよう、設備・機器類の更新計画の立

案などに役立てていきます。 

 

⑥ 事故防止対策 

清掃工場の運営に係る各作業や設備の保守点検は、マニュアル化を図るととも

にマニュアルに従った作業を徹底することで可能な限り事故防止に努めます。 

 

⑦ セメント原料化の推進 

  これまで萩市と長門市の清掃工場では、焼却主灰及び焼却飛灰のセメント原料

化に積極的に取り組まれていました。清掃工場でも焼却主灰及び焼却飛灰のセメ

ント原料化を継続し可能な限り再生利用に努めます。 

 

⑧ 最終処分量の削減 

清掃工場のごみ焼却で発生した残さは、焼却主灰及び焼却飛灰、鉄くず、その

他の残さに分別され、その他の残さのみを萩市と長門市の最終処分場で埋立処理

します。現在の最終処分場の残余容量から算出すると萩市は約 10年で、長門市

は約 10年で埋立容量に達する見込みです。 

  各自治体が破砕処理した廃棄物のうち、可燃性廃棄物は積極的に受入れを行い

可能な限り最終処分量の削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灰出しピット 
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⑨ 環境管理委員会の開催 

組合は、「廃棄物の処理に関する条例」の規定により学識経験者・有識者・地

元自治会の代表者で組織する「環境管理委員会」を設置し、定期的に開催してい

ます。 

環境管理委員会では、清掃工場の環境汚染に対する取り組み状況、清掃工場の

運転状況並びに本地域のごみ処理状況などを報告するとともに、委員の皆様の貴

重なご意見をお聞きして清掃工場がこれからも安全で安定したごみ処理を継続

できるよう取り組んでいきます。また、本地域が抱えるごみ問題やごみ処理の課

題についても情報提供を行い啓発活動に努めていきます。 

 

⑩ ごみ処理に関する情報提供 

組合は、清掃工場を運営する株式会社はないろと協力し、清掃工場がごみ焼却

の過程で発生する排ガス中の有害物質の濃度やごみ処理状況などの情報を、組合

のホームページなどを活用して積極的に情報提供することにより、広く環境問題

やごみ問題に係る啓発に努めていきます。 

 

⑪ 施設見学者に対する啓発活動 

清掃工場には、地球温暖化防止、環境問題、ごみ焼却の現状を学習・見学でき

る施設を併設していますので、組合は、施設見学者を積極的に受入れ、ごみ処理

の現状やごみの減量化の推進、環境保全の重要性などをご理解・ご協力いただけ

るよう取り組んでいきます。 

  

 

６ ごみ処理施設の整備計画 

清掃工場の維持管理 

清掃工場は、平成 27年 4月より本格稼働した施設で、稼働開始から３５年間

の運用を予定しており、当面は大規模な施設改修や主要機器の更新は必要ありま

せん。しかし、将来に渡り安定したごみ焼却を継続するためには、日常の保守点

検と維持管理データの蓄積を基にした的確な改修計画の策定が必要になると考

えられます。組合は、運営を行う株式会社はないろとともに改修計画の策定に取

り組みます。 

 

 




